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第12回「湖の保全と管理に関する国
際会議」（通称“世界湖沼会議”）は2007
年10月28日～11月2日にわたって、ジ
ャイプール（インド）で開催され、成
功裏に閉幕した。会議はインド政府森
林環境省によって主催された。
今回の世界湖沼会議は、変化に富ん

だ気候と多彩な水利用が行われている
南アジアで開催された最初の会議であ
り、ラジャスタン州を訪れた会議参加
者にとって、一年の間に降雨量が大き
く変動するこの地で、古代と現代の文
明がどのように水問題に取り組んでき
たのかを直接見聞する良い機会となった。
ジャイプールは、これまでの世界湖

沼会議の開催地のうちで、最も年間の
降雨量の変化が大きく、一年の数ヶ月
の間に集中的に雨が降る場所である、
という点で興味深い。このような条件

に適応するための対策（現地で“タン
ク“と呼ばれ、国中でくまなく建設さ
れている貯水池もその一つ）をみて、
59カ国、600人の参加者は、今後取り
組むべき重要な課題として統合的湖沼
流域管理について学ぶことができた。
会議の詳細は、日々のレポートを含め、
同会議のホームページを参照ください。
●http://www.taal2007.org/index.asp

以下に会議のハイライトをいくつか
紹介する。

会議はインド大統領Smt. Pratibha
Devisingh Patilの挨拶で始まった。大
統領は参加者を歓迎するとともに、イ
ンドの古代詩人‘Rahim’が水の重要
性について述べた言葉「水は命であり、
命は水なくしてありえない」を引用し
て湖と湿地保全の重要性を強調した。

第12回世界湖沼会議の概要（インド、ジャイプール）
開会式では、ラジャスタン州知事、

インド森林環境相、などの挨拶もあり、
続いて行われた全体会議では、インド
政府企画委員会委員V．L．Chopra教
授、京都大学名誉教授松井三郎、テキ
サス州立大学ウォルター・ラスト教授
の特別講演があった。
３日目の午後には現地査察が実施さ

れた。参加者は、マンサガール湖を訪れ、
同湖の問題と復興の取組みについて説
明を受けるとともに、意見交換を行った。
会議の公式かつ重要な成果となった

ジャイプール宣言は会議を通じて議論
され、最終日に発表された。同宣言は、
これまでの世界湖沼会議の宣言、びわ
湖宣言（1984年、2001年）、霞ヶ浦宣言
（1995年）、ナイロビ宣言（2005年）と並
ぶものである。ジャイプール宣言が統
合的湖沼流域管理を推進する手段の一
つになることを期待するものである。
宣言の詳細はホームページを参照して
ください。
●http://www.taal2007.org/jaipur_

declaration.asp

最終日には次回第13回世界湖沼会議
の開催地となる中国武漢の代表者から
歓迎の挨拶があり、会議は終了した。
中国での世界湖沼会議の開催は杭州
（1990年）に続いて２度目である。第13
回世界湖沼会議は2009年11月１－5日
に開催が予定されている。詳細はホー
ムページを参照ください。
●http:www.ilec.or.jp
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統合的湖沼流域管理と流域ガバナンス

多くの要素が複雑に絡みあっている湖沼資源の利用と保全のあり方を見直し、持続可能な形に変えていくた
めには、そのきっかけとなる手がかりが必要である。その方法として、統合的水資源管理（Integrated Water
Reources Management, IWRM）や統合的河川流域管理（Integrated River Basin Management, IRBM）などが
提唱されている。これらの考え方は湖沼の管理にもあてはまるが、湖沼にとって重大な「エコシステムサービ
スの長期的な変遷を踏まえた取り組み」と「静水システムの特徴を反映した取り組み」という課題が、いずれ
の計画概念にも十分反映されていない。したがって、このような特徴に十分配慮した概念として「統合的湖沼
流域管理（Integrated Lake Basin Management, ILBM）」の概念がＧＥＦ－ＬＭＢＩプロジェクトの成果とし
て提唱されることになった。

GEF-Lake Management Initiative Project：このプロジェクトは、地球環境ファシリティ（ＧＥＦ）が資
金を提供したわが国初のプロジェクトで、41カ国28湖沼を対象とし、多くの国際機関･政府機関･非政府組
織・学術研究機関の協力と世界銀国・オランダ水パートナー計画，ＧＥＦ，国際湖沼環境委員会（ＩＬＥ
Ｃ）、滋賀県（日本）、合衆国国際開発機関（ＵＳＡＩＤ）の財政支援の下で遂行された。３回のワークシ
ョップには288人が参加し、準備された湖沼の概要書と共通課題ペーパーをベースに統合的な湖沼流域管
理のあり方について議論した。

統合的湖沼流域管理（ILBM）とその必要性

世界の湖沼流域管理の
経験から生まれたILBM

世界の湖沼の資源開発や保全をめぐ
る取り組みの段階は様々である。ある
湖沼は資源開発の初期段階にあり、別
の湖沼では環境の悪化による資源価値
の低下に悩んでいる。そしてまたある
湖沼では保全・回復に向けて取り組み
を進めている。資源価値と環境の状態
がどの段階にあっても、湖沼が流域の
様々な自然環境や人間活動の影響を受
けて変化し続けていく点では共通して
おり、統合的湖沼流域管理の考え方は
いずれのケースについても重要である。
ＧＥＦ－ＩＬＢＭプロジェクトでは

その結論として、
b湖沼の管理は流域の管理である
b湖沼流域管理には国境や行政界を超
えた取組みが必要である

b多くの湖沼で流域管理がうまく行か
ない原因の一つとして、実行の伴わ
ない法規制が挙げられる

b流域管理には、科学的な知見に基づ
いた対策技術を導入する必要がある

b湖沼流域管理には、国の政策に基づ
いた長期にわたった取組みが不可欠
である

bモニタリングや因果関係を究明する
調査研究なしし、湖沼流域管理はで
きない

b湖沼流域管理はプロジェクトではな

く長期にわたったプログラムである
b利害関係者が意思決定に参加してい
ない場合には流域管理は成功しない
などをあげ、各湖沼における取り組

みの教訓と課題を、①組織･体制、②
制作と社会ルール、③住民や利害関係
者の参加と協力、④適切なレベルの技
術的対応、⑤情報-科学的知見と歴史

的に形成されてきた知恵、⑥財源と財
政的仕組み、の６つの課題分野に分類
して集約した（図１）。これらは、
個々の住民から政府まで公私の区別な
く協力しあって課題に取り組む上で不
可欠な「流域ガバナンス」の向上を統
合的に推進する政策の枠組みというこ
とができる。

図１　統合的湖沼流域管理の６つの要素
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統合的湖沼流域管理は、湖沼と流域
の管理を任された組織や利害関係者
（ステークホールダー）が、湖沼がも
つ静水システムの特徴を踏まえた上
で、その資源の持続可能な利用と保全
を実現するための必要な枠組みであ
る。世界の湖沼環境資源の改善は、長
期にわたる強力な政治的コミットメン
トの下で、組織体制や仕組み、政策の
枠組みや法制度、利害関係者の参加、

科学的知見、技術的取組みの可能性と
限界、持続可能な財源の調達に取り組
むＩＬＢＭを推進することで初めて可
能となる。
一方、湖沼流域管理には、従来のよ

うに政府が中心的な役割を果たして社
会の問題を解決する「統治」ではなく、
パートナーシップやネットワークなど、
公式・非公式の多様な社会的仕組みを
生かし、緩やかな幅広い取り組みを推

進する仕組み、すなわち「協治（ガバ
ナンス）」の必要性が認識されるよう
になってきた。ＩＬＢＭが求めるガバ
ナンスは、湖沼のエコシステムサービ
スのうち、とくに生物育成の場、良好
な水質、洪水・渇水中オ性機能、気象
の緩和などの調整的サービス機能を低
下させることなく維持する、あるいは
持続的な回復を可能とするものでなけ
ればならない。

ＩＬＥＣの新しい科学委員の紹介
2007年４月～2010年３月期の科学委員が下記のとおり決まりました。これらの科学委員は2006年８月20日と25日に開

催されたＩＬＥＣ科学委員会総会で選任され、ＩＬＥＣの理事会（2006年12月20日開催）で正式に承認されました。

第９期の科学委員（2007年４月～2010年３月）

委 員 長

副委員長

副委員長

書 記

幹 事

幹 事

氏　　　　　名

中村正久

ウォルター・ラスト

クリス・Ｈ．Ｄ．マガツア

渡邉紹裕（つぎひろ）

ニック・アラジン

アデリーナ・サントス・ボルハ

ルイジ・ナセリ・フローレス

サンドラ・アゼヴェド

モハン・Ｓ．コダカー

ダイアン・デュマノスキ

ジン・ヤンクァン

アンデルス・ヤゲルスコフ

ダニエル・オラゴ

リチャ-ド・Ｄ・ロバーツ

ファン・スキナー

出 身 国

日 本

米 国

ジンバブエ

日 本

ロ シ ア

フィリピン

イ タ リ ア

ブ ラ ジ ル

イ ン ド

米 国

中 国

スウェーデン

ケ ニ ア

カ ナ ダ

グァテマラ

所　属・タイトル

滋賀大学環境総合研究センター教授

テキサス州立大学准教授、水科学局局長

ジンバブエ大学カリバ湖研究所所長

人間文化研究機構総合地球環境学研究所教授

ロシア科学アカデミー教授

ラグナ湖開発公社（ＬＬＤＡ）研究開発課主任

パレルモ大学植物科学部植物生態学教授

リオ･デ･ジャネイロ連邦大学 フィリオ生物物理学研究所助教授

インド水生植物学会（ＩＡＡＢ）事務局長

環境ジャーナリスト

中国環境科学院水環境研究所所長

ストックホルム国際水研究所プログラムマネージャー

ナイロビ大学地質学部上級講師

国連環境計画　陸水監視計画　所長

アティトラン湖環境保護社会協会ＰＲＯ-ＬＡＧＯ副代表

太字：新しい科学委員

引退される科学委員は以下の方々である。

前委員長

前 書 記

幹 事

氏　　　　　名

スベン・エリック・ヨルゲンセン

松井　三郎

ホセ・ガリツィア・ツンディシ

リカルド・デ・ベルナルディ

アルベルト・Ｔ・Ｊ・カルカーニョ

アドハヴ・アトマラン・チタレ

エリック・０・オダダ

出 身 国

デンマーク

日 本

ブ ラ ジ ル

イ タ リ ア

アルゼンチン

イ ン ド

ケ　ニ　ア

所　属・タイトル

スエーデン王立薬科大学教授

京都大学名誉教授

国際生態学研究所、所長

ＣＮＲ生態学研究所、所長

アルゼンチン水資源研究所、所長

名誉秘書官

ナイロビ大学教授
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国際湖沼環境委員会（ILEC）は世
界の湖沼環境が急速に悪化しているこ
とが国際的に未だよく知られていなか
った1986年に設立された。湖沼環境の
保全には科学的な調査研究を反映した
幅広い社会の取り組みが不可欠である
ため、ILECに科学委員会が設置される
ことになった。科学委員会の役割は、
世界の湖沼の様々な調査研究の成果を
とりまとめ、湖沼環境保全に役立てる
活動に取り組むことであった。当初10
年は、研修・教育や意識の向上に活用
する教材作りとその国際的な普及に尽
力した。また湖沼会議開催や世界湖沼
のデータブック等の出版などは、その
取り組みを後押しするものとしてILEC

事務局が中心となって推進してきた。
次の10年が始まってしばらく経った

90年代後半頃から世界の淡水資源問題
がクローズアップされ始め、ILECも
その国際的な議論の場に参加するよう
になった。科学委員は、湖沼のような
「静水(lentic water)」を含む河川流域
の管理は、「流水(lotic water)」のみで
出来上がっている河川流域の管理には
無い困難な問題を含んでいること、ま
た、水資源管理における貯水や取水の
ほとんどは静水を扱うから、多くの河
川や他の淡水資源の管理に湖沼流域管
理の経験が重要な示唆を与えることを
主張するため二つのグローバル・イニ
シアティブに取り組むことにした。そ
の一つは世界湖沼ビジョン（World
Lake Vision, WLV）であり、もう一つ
は統合湖沼流域管理（Integrated Lake
Basin Management, ILBM）である。
別掲の前委員長スベン・ヨルゲンセン
のメッセージは、ILECが提唱する世
界湖沼ビジョンを更に発展させる必要
性を強調している。

ILBMは’03年から’05年にかけ、地
球環境ファシリティ（Global Environment
Facility, GEF）の支援を受けた湖沼流域
管理イニシアティブ(GEF-LBMI)プロ
ジェクトの成果に基づいて推進される

ことになった。ILBMは、湖沼とその
流域の自然科学的な特徴を踏まえ、そ
の管理に不可欠な組織制度の構築、政
策の立案、参画の促進、技術の応用、
知識・情報の活用さらには資金調達な
どのガバナンスの主要課題をめぐる経
験を幅広く集約し、そこから得られる
教訓を様々な形で現実の取り組みに反
映していこうとするものである。それ
はILEC科学委員会達の当初10年の活
動の延長線上にあるとともに、WLV
を具体的に推進する手立てを与えるも
のでもある。また世界の淡水資源問題
をめぐるより大きな枠組みである統合
的河川流域管理（Integrated River Basin
Management, IRBM）や統合的水資源管理
（Integrated Water Resources Management,

IWRM）の考え方を反映するのみなら
ず、それらに欠けていた「静水」流域
資源の持続可能な利用と保全に向けた
グローバルな取り組みへの展望を切り
開くものとなりつつある。
今期のILEC科学委員は、これまで多

大なる貢献をしてきた全ての前科学委
員に感謝しつつ、湖沼という最も脆弱
な淡水エコシステムとその流域の資源
を持続可能な形で利用し、保全してい
くために不可欠なILBMの推進のため
様々な活動に挑戦していくことになる。

中　村　正　久
（新科学委員会委員長）

スベン・ヨルゲンセン
（前科学委員会委員長）

ILECが設立されて以来20年、私は
科学委員として、大変充実した日々を
ILECと共に過ごしてきた。新しい風
が必要ということで、私はILECを去
りますが、世界の湖、特に途上国の湖

を改善しようというILECの考えには
心より賛同しており、いつでもお手伝
いさせて頂きたいと思っている。

90年代、ILECは、湖沼データベー
スや湖沼管理のためのガイドラインブ
ックの作成、学校プロジェクト、湖沼
管理に関する多くの研修などに力を入
れた。2000年からは世界の25～30の重
要な湖の変化を追跡・調査するという
考えで“Lake Watch”に着手した。
ここ３～４年は、途上国の湖沼問題に
取り組むために新たなプロジェクトや
発想が必要になり、世界湖沼ビジョン
や世界銀行との共同プロジェクトが
ILECの活動の中心になった。今後は、
中村教授が科学委員会の委員長になら
れるが、湖沼及びその管理に対する中
村教授の情熱はILECにとって大変有益

なものとなるであろうと確信している。
ILECには、まだなすべきことがた

くさんある。途上国における湖の問題
は解決からは程遠い。その点で世界銀
行との協力は有益である。ILECは湖
沼と湖沼管理について多くの知識と経
験を有しており、世界銀行がそのよう
なプロジェクトを実施するうえで有力
なパートナーとなる。またILECは引
き続き世界湖沼ビジョンの仕事を続け
るべきである。世界湖沼ビジョンは、
途上国が湖沼管理を進める上で、素晴
らしい基盤となるものであるが、さら
に日常の実践的な湖沼管理との架け橋
が必要である。私は、 R a s t及び
Tundisi両教授と共に、世界湖沼ビジ
ョンを実践的に活用するためのガイド
ブックを作成している。インドの世界

ILEC 科学委員会の再編成

ＩＬＥＣへの手紙―
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湖沼会議で草案について議論し、有益
な御意見を頂いたうえで2008年末まで
に出版したいと考えている。

ILECは、途上国における世界湖沼
ビジョンの実践を支援すべきである。
世界湖沼ビジョンのフォローアップと
して、途上国の湖について湖沼管理の
改善を支援すべきである。このような
プロジェクトの成果を積みあげていけ
ば、他の途上国にも普及していくであ
ろう。これらの成果の上に、ILECは

“世界湖沼ビジョンの適用“という研
修プログラムを開講すれば、ILECの
最も重要な使命である「途上国の湖沼
管理支援」のために、有効に情報を伝
えることが可能になるであろう。世界
銀行との共同プロジェクトの報告書
は、多くのアフリカの湖において湖沼
管理に関する情報や教育の欠如が、湖
の改善を遅らせている原因であるとし
ている。これを解決することは、将来
ILECの大きな仕事となるであろう。

私がILECの科学委員をしていた20
年の間に多くの事が達成されたが、ま
だ解決されるべき諸問題が残されてい
る。ILECの皆様には、引き続き湖沼
管理、特に途上国の湖沼をより良くす
る真剣なご努力を続けられますようお
願いするところである。

スベン・ヨルゲンセン
（コペンハーゲンにて）

世界の湖
フセインサガール湖の環境保全
（インド、ハイデラバード）

モハン Ｓ コダカール
インド水生植物学会事務局長

フセインサガール湖は、二つの都市
（ハイデラバードとセカンデラッバー

は じ め に
ド）の間にある美しい湖であり、工学
技術の素晴らしい成果であるとともに、
巨大都市の自然と文化の象徴である。
同湖は、今から450年以上前の1562年、

主として飲料水を貯えるために建設さ
れたもので、湖の面積は275‡、都市
化や工業化がかなり進んだ地域にある。
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清廉だった湖が全面的に汚れてしま
ったのは、無計画な工業化や都市化の
結果、未処理の家庭排水や有害産業廃
液による汚染が進んだ結果である。広
範な劣化は明らかで湖は縮小し、侵食、
超富栄養化、大規模な地下水汚染、生

物多様性の喪失、病原性媒体の繁殖、
頻繁な魚の大量死、憩いの場としての
価値低下などが起こっている。汚染の
最大の被害者は、漁師、小規模酪農家、
洗濯夫の住民など、湖に依存している
社会の弱者層の人たちである。今日、
湖はひどく汚れており、“水上および
水に接触しない”娯楽の場としての利
用が大半である。

フセインサガール湖保全の歴史では
1990年に始まった住民運動“湖を救お
う”が有名である。この運動を受けて
行政が対策を取るようになり、州政府
はハイデラバードの内外で湖の保護と
保全のための総合的な取組みを開始し
た。その一つが“ハイデラバード環境
保全プロジェクト”であり、多くの再
生施策がこの25年間に実施され、フセ
インサガール湖の周囲は憩いの場、双
子都市の社会文化的な陸標に生まれ変
わった。これらの対策には、１）湖の
周囲に３つの公園、緑地帯、憩いの場
を設置、２）湖岸の侵食防止のための
道路建設、３）下水や産業排水の流入
阻止と下流域への分水、４）湖の水量
確保のために２万トン・日の下水処理

「統合的湖沼流域管理」に関するＪＩＣＡ研修コース
湖沼環境保全のための研修プログラ

ム「統合的湖沼流域管理コース」が11
人の研修生を迎えて2008年１月15日に
始まった。この研修は10週間に及ぶ研
修で日本国際協力機構（ＪＩＣＡ）が
主催し、ＩＬＥＣが実施しているもの
である。この研修コースは、15年間に
わたって実施されたＪＩＣＡ水質管理
研修コースの終了を受けて2006年から
始まり、今回で３回目となる。
研修は、湖沼流域の管理を担当して

いる発展途上国の政府の中堅職員や上
級研究者を対象とするもので、参加者
は、統合的湖沼流域管理を実施するた
めに、地方、地域、国、国際的な取り
組みを学習する。
研修は、研修生が自国で実施可能な湖
沼流域管理の計画を策定できるように
なることを目標に、講義や現場視察を
組み合わせたもので、総合的に学べる

ように構成されている。
この研修は、前琵琶湖研究所所長で

科学委員会の委員長である中村正久教
授の指導のもとで実施されている。本
年は総合地球環境研究所の渡邉紹裕教

授が協力者として加わった。また2007
年までＩＬＥＣの主任研究員であった
トーマス・バラトール博士が技術コー
ディネーターを務めている。

湖 の 保 全

場の建設、５）廃棄物対策、６）湖沼
保全の取組みへの住民参加、などが含
まれる。しかしこれらの対策には水質
という基本的な問題に取り組んでいな
い。また湖は次第に小さくなり、保水
容量も減少しつつある。
これらの問題に取り組むために、日

本国際協力銀行の資金援助を受けたプ
ロジェクトでは、１）５ヶ所および既
存の処理場の上流での下水の流入阻止
と分水、２）新たに５万トン・日の下
水処理場の建設、３）累積した栄養分
や毒性物質を除去するために５つの流
入ポイントでの浚渫工事、４）固形廃
棄物汚染を防止するための流域住民主
体の廃棄物管理、５）ありのままの自
然保護のための藻類や大型植物の域的
な刈り取り、６）水産業の導入、など
の対策が提案されている。

フセインサガール湖は、適正な自然
保護の原則に基づいて保全の努力が進
められているはじめての都市湖沼の一
つであろう。ハイデラバード都市開発
公社（HUDA）が実施している湖沼保
全モデルは、南アジアの都市湖沼保全
の方向を決めるものとなるだろう。

終 わ り に

今日では湖の周囲は一大レクリ
エーション地域に変貌した。最も
大きな呼び物の一つは湖の中央に
あるGibraltarの岩の上に威風堂々
と立つ仏陀の像である。この像は、
高さ18ｍ、幅５ｍ、重さは450ト
ンあり、ハイデラバードを世界の
観光名所のひとつにした。
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第12回世界湖沼会議ＩＬＥＣ主催セッション

ＩＬＥＣは11月１日に統合的湖沼流
域管理（ILBM）の推進を目的にラウ
ンド・テーブルを主催しました。セッ
ションは、中村正久教授（ILEC科学
委員長、滋賀大学環境総合研究センタ
ー長）の司会によって進められ、
ILBMの推進に向けて世界的規模の協
力体制をどのように構築するかを中心
にした議論がなされた。多くの参加者
からは、ILBMをさらに普及させるた
めには、計画や評価のツールとしての
活用を含め、ILBMの利便性をさらに
明確にすること、もっとわかりやすい
ILBMの普及資料を作成すること、な
どの必要性が指摘された。また今後の
普及に向けて、持続性のある資金確保
のしくみや制度変革手段の開発、国及
び地域の政策決定能力の向上、技術の
可能性と限界の明確化などILBMのさ
らなる研究が必要であることが確認さ
れた。さらには、研修教材・モジュー
ルの内容、ILBM自己学習ツールや知
識データベースの開発（“LAKES”な
ど）についても参加者から多くの意見
が寄せられた。
ILBMの普及に関する議論の中では、
特にIWRMとILBMを明確に区別して
アピールする必要性が挙げられまし
た。湖沼のもつ特徴が、河川やその他
の水源のそれとは異なることを明確に
訴えていくことが重要であるという意
見もありました。また、アフリカにお
けるILBMの実施については、良好な

それぞれのレベルでの発見や意識啓発
は湖沼や湿地の環境保全に向けた第一
歩として、重要かつ有効な活動である
ことを述べられた。
すべての発表事例が自分たちの体験

に基づいたもので大変有意義なもので
した。日本からはNPO法人びわこ豊穣
の郷（滋賀県守山市）の参加があり、
丹堂川でのこどもを対象とした環境教
育活動について、日下部純子さん、植
谷正紀さん、宮城亜由子さんの３名が
発表されました。地域が異なるとその
背景にある文化や風習も異なることか
ら、参加者から「なぜ、こどもが実際
に魚にふれることが大切なのか？実際
に触らせることの意味は？」といった
質問もあり、３名の発表者はそれぞれ
の思いを含めながら回答されていた。
このセッションでは、教育や意識啓

発が湖沼や湿地の持続的な環境保全の
ためにいかに大きな力を発揮するもの
であるか、ということが再認識された。
セッションにはインド政府の環境森林
省からも参加があり、NGOや市民の活
発な取組みの様子とその活動成果の発
表を聞き、民間の活動にも学ぶものが
非常に多くあるというコメントを残す
方もおられた。セッション終了後にも、
会場となった部屋の内外において、個
人的に意見交換や質疑応答がなされた
り、連絡先を交換したり、談笑するな
どの光景がみられ、地域・国・分野を
超えた交流もあった。

ガバナンスや能力開発の点で克服すべ
き点が多いことも見えてきた。最後に、
第13回世界湖沼会議（中国・武漢市、
2009年11月開催予定）においてILBM
セッションを開催することが提案され
た。

10月29日にはILEC主催の環境教育
セッションが開催された。セッション
は、滋賀県立大学の井手慎司教授の司
会で進められ、アルテナ・チャッテル
ジー博士（インド）の基調講演に続い
て環境教育活動に従事するインド国内
外の個人やグループの発表があり、そ
の後質疑応答や議論が交わされた。博
士は基調講演の中で、大人・こどもの

ILBMラウンド・テーブル

環境教育セッション
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〒525-0001  滋賀県草津市下物町 1091 　(財)国際湖沼環境委員会�
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2007年　ILECの主な活動

b水質改善研修
（１月８日～14日、ＵＮＥＰ－ＩＥＴＣとの共同プロジェクト）

b第３回湖沼流域管理研修の開催
（１月15日～３月16日、国際協力機構からの委託）

b「世界湖沼ビジョン行動集」発行

b平成18年度円借款事業事後評価業務ボパール湖保全・管理
第２回現地調査　 （５月１日～17日、国際協力銀行委託）

bこども環境教室の開催
（７月25日、８月４，30日、平和堂財団後援）。

７～８月

５月

３月

１～３月

いつもご寄付・ご協力ありがとうございます！
ILECの活動にご賛同いただき、毎年、継続的に寄付をお

寄せくださっている、または職員を派遣頂いている企業・
団体をご紹介します。この場をお借りして改めて感謝の意
を表しますとともに、頂戴した善意を世界の湖沼環境保全
につなげる努力をお約束します。

（敬称略、五十音順）
綾羽（株）、近畿労働金庫、湖東信用金庫、（株）滋賀中
央信用金庫、（株）滋賀ディーシーカード、（株）セント
ラルファイナンス、東レ株式会社、フェリシモ事務局、
平和堂財団

b平成18年度円借款事業事後評価業務ボパール湖保全・管理
第３回現地調査　 （８月８日～９日、国際協力銀行委託）

b第12回世界湖沼会議キックオフ会合　　　　 （８月12日）
公開セミナー『世界湖沼ビジョンから統合的湖沼流域管理
へ』を開催（ストックホルム）。 （８月17日）

b第８回水環境教育研修の開催
（９月３日～10月19、国際協力機構からの委託）

b第12回世界湖沼会議の開催
（インド、ジャイプール、10月28日～11月２日、インド政
府森林環境省と共催）

10～11月

９～10月


